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次

規

則

○
東
京
都
非
常
勤
職
員
の
公
務
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す
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務
局
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職
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援
課
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○
東
京
都
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進

に
関
す
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法
律
施
行
細
則
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一
部
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改
正
す
る
規
則
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備
局
市
街
地
建
築
部
調
整
課
）…
一

○
児
童
福
祉
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施
行
細
則
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部
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す
る
規
則
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部
企
画
課
）…
二

告

示

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
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備
部
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営
住
宅
の
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止
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…
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…
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…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）…
三

○
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
四

○
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
使
用
料
等
…
…
…
…
…
…（
同
）…
七

○
都
営
改
良
住
宅
及
び
都
営
再
開
発
住
宅
の
使
用
料
の
変
更

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…（
同
）…
八

○
都
営
住
宅
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車
場
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廃
止
…
…
…
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…
…
…
…
…
…（
同
）…
九

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
九

規

則
（
教
）

○
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の

公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

告

示
（
選
）

○
令
和
六
年
四
月
二
十
八
日
執
行
衆
議
院
議
員
補
欠
選
挙

（
東
京
都
第
十
五
区
）
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
費

用
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

告

示
（
公
）

○
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一三

公

告

○
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
（
島
部
選
挙
区
）
に
お
け
る
表
示

物
、
証
明
書
等
の
送
付
…
…
…（
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
）…
一三

正

誤

○
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
付
交
通
局
規
程
第
七
号
…
…
…
…
…
一三

○
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
付
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第

六
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一三

○
令
和
七
年
四
月
一
日
付
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
二
号
…
…
…
一三

規

則

東
京
都
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
四
号

東
京
都
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
（
昭
和
四
十
三
年
東
京
都
規
則
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

こ

第
五
条
の
三
第
一
号
中
「
懲
役
、
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
、

「
場
合
、
」
を
「
場
合
若
し
く
は
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ
て
拘
禁
刑

若
し
く
は
拘
留
の
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
場
合
、
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
刑
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
に
規
定
す

る
懲
役
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
懲
役
」
と
い
う
。
）
、
旧
刑

法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
錮
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
禁

錮
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
旧
刑
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
拘
留
」
と
い
う
。
）
の
刑
の
執
行

の
た
め
刑
事
施
設
（
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八

号
）
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に
お
い
て
刑
を

執
行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
少
年
院
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
者
又
は
留
置
施
設
に
留
置

さ
れ
て
当
該
行
為
に
対
す
る
懲
役
、
禁
錮
若
し
く
は
旧
拘
留
の
刑

の
執
行
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の

東
京
都
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
第
五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
懲
役
若
し

く
は
禁
錮
又
は
旧
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
に
拘
置
さ

れ
て
い
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
拘
禁
刑
又
は
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た

め
刑
事
施
設
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
者
と
、
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ

て
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
又
は
旧
拘
留
の
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る

者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ
て
拘
禁
刑
又
は
拘
留
の

刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
者
と
み
な
す
。

東
京
都
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
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る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
五
号

東
京
都
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の

促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

東
京
都
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す

る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
百
九
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第

三
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「第

３１条
第
１
項

」
を
「第

３２条
第
１
項

」

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
二
中
「第

３１条
第
２
項

」
を
「第

３２条
第
２

項

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

施
行
細
則
別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
一
号
様
式
の
二
に
よ
る
用
紙

で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
六
号

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
九
項
又
は
第
十
一
項
」
を
「
第
十

八
項
又
は
第
二
十
項
」
に
、
「
第
三
十
三
条
第
十
項
」
を
「
第
三
十

三
条
第
十
九
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
四
第
一
項
中
「
第
十
項
又
は
第
十
一
項
」
を
「
第
十

九
項
又
は
第
二
十
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
一
時
保
護
状
の
請
求
）

第
十
七
条
の
四
の
二

法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
一
時

保
護
状
の
請
求
は
、
一
時
保
護
状
請
求
書
（
別
記
第
二
十
九
号
の

六
の
二
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
六
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
六
十
一
号

東
京
都
市
計
画
事
業
六
町
四
丁
目
付
近
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事

業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

東
京
都
市
計
画
事
業
六
町
四
丁
目
付
近
土
地
区
画
整
理
事
業

二

事
務
所
の
所
在
地

中
央
区
勝
ど
き
一
丁
目
七
番
三
号

東
京
都
第
一
市
街
地
整
備

事
務
所
内

三

事
業
計
画
の
決
定
の
年
月
日

平
成
十
年
三
月
三
十
日

四

変
更
の
年
月
日

令
和
七
年
五
月
三
十
日

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
六
十
二
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
六
十
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

船
橋
五
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
・
２
号
棟
）

世
田
谷
区
船
橋
五
丁
目
二
十
六
番

高
層
耐
火

三
五
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

四
六
戸

同
右

同
右

同
右

五
三
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

五
三
戸

同
右

同
右

同
右

六
三
・
一
平
方
メ
ー
ト
ル

一
九
戸

東
大
泉
ア
パ
ー
ト

（
１２
・
１３
号
棟
）

練
馬
区
東
大
泉
三
丁
目
五
十
九
番

中
層
耐
火

五
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

六
四
戸

東
大
泉
ア
パ
ー
ト

（
１４
号
棟
）

同
右

同
右

五
二
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

五
〇
戸

東
大
泉
ア
パ
ー
ト

（
１２
号
棟
）

同
右

同
右

六
八
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四
戸

清
瀬
野
塩
ア
パ
ー
ト

（
１
・
２
・
３
・
４
号
棟
）

清
瀬
市
野
塩
二
丁
目
三
百
八
十
七

番
地

同
右

四
八
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
八
戸

清
瀬
野
塩
ア
パ
ー
ト

（
１６
号
棟
）

同
右

同
右

五
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
六
戸
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
六
十
四
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和7年5月30日（金曜日）東 京 都 公 報（第18315号） ８
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
六
十
五
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都
営

再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
七
年
六
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

東
京
街
道
ア
パ
ー
ト

（
２６
号
棟
）

東
大
和
市
清
原
一
丁
目
一
番
地

中
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五
戸

二
六
、
四
〇
〇
円

八
七
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
五
戸

三
〇
、
八
〇
〇
円

一
〇
一
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

五
戸

三
六
、
五
〇
〇
円

一
二
〇
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

一
二
〇
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
三
、
七
〇
〇
円

一
四
四
、
三
〇
〇
円

東
京
街
道
ア
パ
ー
ト

（
２７
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

二
六
、
四
〇
〇
円

八
七
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
五
戸

三
〇
、
八
〇
〇
円

一
〇
一
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

五
戸

三
六
、
五
〇
〇
円

一
二
〇
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

一
二
〇
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
三
、
七
〇
〇
円

一
四
四
、
三
〇
〇
円



（第18315号）東 京 都 公 報令和7年5月30日（金曜日）９

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
六
十
六
号

次
の
駐
車
場
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九

年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
九
十
三
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用

す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

船
橋
五
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

世
田
谷
区
船
橋
五
丁
目

二
十
六
番

三
六
区
画

青
葉
町
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

駐
車
場

東
村
山
市
青
葉
町
三
丁

目
一
番

二
一
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
六
十
七
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

東
京
街
道
ア
パ
ー
ト
駐
車

場

東
大
和
市
清
原
一
丁
目

一
番
ほ
か

八
二
六
区
画

規

則
（
教
）

都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災

害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
七
年
五
月
三
十
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
六
号

都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤

師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災

害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
教
育
委

員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

こ

第
六
条
の
二
中
「
懲
役
、
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
懲
役
、
禁
錮
又
は

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律

第
四
十
五
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め

刑
事
施
設
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
場
合
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後

の
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務

災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
六
条
の
二
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
又
は
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設

に
拘
置
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
六
年
四
月
二
十
八
日
執
行
の
衆
議
院

議
員
補
欠
選
挙
（
東
京
都
第
十
五
区
）
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運

動
費
用
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和7年5月30日（金曜日）東 京 都 公 報（第18315号） １０



（第18315号）東 京 都 公 報令和7年5月30日（金曜日）１１



令和7年5月30日（金曜日）東 京 都 公 報（第18315号） １２



（第18315号）東 京 都 公 報令和7年5月30日（金曜日）１３

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
２０１号

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
第
１０８条

の
３２の

３
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
、
自
動
車
教
習
所
の
運
転
免
許

取
得
者
等
検
査
の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
１０８条

の
３２の

２
第
２
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

令
和
７
年
５
月
３０日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
認
定
年
月
日

令
和
７
年
４
月
１
日

２
認
定
事
項

名
称
、
住
所
及
び

代
表
者
の
氏
名

運
転
免
許
取
得
者

等
検
査
に
使
用
す

る
施
設
の
名
称
及

び
所
在
地

運
転
免
許
取
得
者
等

検
査
の
方
法
の
区
分

及
び
名
称

株
式
会
社
新
小
岩

自
動
車
教
習
所

葛
飾
区
奥
戸
四
丁

目
２
番
１
号

増
田

充
孝

新
小
岩
自
動
車
学

校葛
飾
区
奥
戸
四
丁

目
２
番
１
号

運
転
免
許
取
得
者
等

検
査
の
認
定
に
関
す

る
規
則
（
令
和
４
年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
８
号
）
第
１
条

第
１
号

認
定
認
知
機
能
検
査

同
等
検
査

公

告

東
京
都
議
会
議
員
選
挙
（
島
部
選
挙
区
）
に
お
け
る

表
示
物
、
証
明
書
等
の
送
付
に
つ
い
て

令
和
七
年
六
月
二
十
二
日
執
行
予
定
の
東
京
都
議
会
議
員
選
挙

（
島
部
選
挙
区
）
に
お
い
て
、
東
京
都
選
挙
執
行
規
程
（
平
成
十
二

年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
六
号
）
に
定
め
る
表
示
物
、

公
職
選
挙
郵
便
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
郵
政
省
令
第
四
号
）
に
定
め

る
証
明
書
等
（
以
下
「
表
示
物
等
」
と
い
う
。
）
を
選
挙
の
期
日
の

告
示
日
に
立
候
補
届
出
の
受
付
場
所
（
東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
二
十

五
階
北
側
一
〇
八
・
一
〇
九
会
議
室
、
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）
で
交
付
し
た
場
合
、
選
挙
区
内
で
選
挙
運
動
を
行
う
に
当
た

り
十
分
な
期
間
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、
立
候

補
を
予
定
す
る
者
の
申
出
に
よ
り
、
選
挙
の
期
日
の
告
示
日
以
前
に

表
示
物
等
を
各
支
庁
へ
送
付
す
る
。

な
お
、
各
支
庁
で
表
示
物
等
の
受
領
を
希
望
す
る
場
合
の
申
出
期

限
及
び
申
出
先
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

申
出
期
限

令
和
七
年
六
月
四
日

午
後
五
時

申
出
先

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
選
挙
課
（
新
宿
区

西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

正

誤

○
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
付
交
通
局
規
程
第
七
号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

増
刊
３０三

下

後
か
ら

一
四

扶
養
親
族
届

扶
養
親
族
届
（
第

二
号
様
式
）

扶
養
親
族
異
動
届

扶
養
親
族
異
動
届

（
第
二
号
様
式
）

四

上

後
か
ら

一
四

又
は
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
関
係
の
相

手
方

又
は
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
関
係
の
相

手
方
（

後
か
ら八

と
い
う
。
）

と
い
う
。
）
（

○
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
付
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
六
号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

増
刊
３１七

下

一

一
級
四
十
五
号
級

一
級
四
十
五
号
給

○
令
和
七
年
四
月
一
日
付
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
二
号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

増
刊
５４二

上

一
五

同
右

令
和
七
年
四
月
一

日
か
ら
同
年
五
月

三
十
一
日
ま
で

後
か
ら

一
七

同
右

令
和
七
年
四
月
一

日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま

で
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